
令和6年7月～9月　契約締結分

No. 事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

備　考

1 市民課
児童手当システム改
修（制度改正対応）

令和6年7月1日

一般社団法人　岡山中
央総合情報公社
岡山県久米郡美咲町原
田3108-2

2,618,000

本業務は、児童手当制度改正に伴うシステム改修であり、当
該契約相手方は、本市の住基システムを管理しており確実な
改修が見込まれることから、当該業者１社との随意契約とし
た。

第 2 号

2 税務課
美作市定額減税補足
給付金（調整給付）
給付業務委託

令和6年7月1日

株式会社 エスプールグ
ローカル
東京都千代田区外神田
１丁目１８番１３号

7,374,400

本業務は、昨今の物価高によって経済的に厳しい状況にある
生活者・事業者の支援を目的とし、デフレ完全脱却のための
総合経済対策による定額減税補足給付対応臨時給付金の給付
が令和５年１１月の閣議にて決定、令和６年度税制改正によ
り、納税者および扶養家族１人につき、令和６年分所得税３
万円と令和６年度分個人住民税１万円の定額減税を行うもの
である。この際に減税しきれない税額が発生した納税者に補
足給付金を給付することが本業務の趣旨である。本業務は対
象者選定から給付金申請書の発送と受付に加え、問い合わせ
対応と指定口座への振り込みと短期間に対象者約5200名分の
事務処理を遂行する必要がある。また国からは出来得る限り
令和6年度中の早い時期に実施するよう、求められている。し
かし現在の税務課の職員体制ではこれら全ての業務を日常業
務と並行して行うことは到底、困難であり本業務の大部分を
委託することとした。契約相手方は、過去に国の施策として
行われた支援金給付業務に係る申請書発送・受付およびコー
ルセンター業務の事務委託を全国の自治体から受注した実績
を持つだけでなく、本委託業務においても他自治体から受注
した同業務と機材や従業員を併用して経費を圧縮しており、
当市の費用負担の軽減も見込める。また、当市に入札指名願
いをしている同業他社と比較しても本受託業者はその実績の
豊富さと規模が抜きんでていることから、入札による契約は
妥当ではく当該業者１社との随意契約とした。

第 2 号

消費税額及び地方

消費税の額を含む。



令和6年7月～9月　契約締結分

No. 事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

備　考

消費税額及び地方

消費税の額を含む。

3 税務課
臨時給付金システム
開発（定額減税補足
給付対応）業務委託

令和6年7月1日

一般社団法人 岡山中央
総合情報公社
岡山県久米郡美咲町原
田3108-2

1,353,880

本業務は政府主導のデフレ完全脱却のための総合経済対策に
よる定額減税補足給付対応臨時給付金の給付業務に関連し
て、給付対象者の抽出を目的とし、税基幹システム内の所
得・扶養家族情報から対象者を抽出するため、新たなシステ
ムの開発が必要となったものである。契約相手方は本市の戸
籍・税等も含めた基幹システムの採用業者で、担当職員の目
視による抽出作業に比較して大幅に負担軽減が図られ、日常
業務に集中できることから同一業者処理による利点は多く、
入札による契約は妥当ではないため、当該業者1社との随意契
約とした。

第 2 号

4 農村整備課
ため池ハザードマッ
プ作成業務委託

令和6年9月2日

岡山県土地改良事業団
体連合会
岡山市北区内山下１丁
目３番７号

3,300,000

本業務では、ハザードマップ作成にあたり、氾濫解析結果
データを加工・整備してGIS上に表示させる作業が必要であ
る。今回対象9池のうち、7池については「平成25年度　ため
池一斉点検（簡易氾濫解析）業務委託」において岡山県土地
改良事業団体連合会がこの作業を実施済みであることから、
他の業者であれば必要な作業が土地連では不要となるため、
安価な契約が見込まれる。事前に土地連を含む3社から参考見
積を徴収したところ、土地連が最低見積額となっており、実
績も多く確実な業務遂行が見込まれると判断するため、岡山
県土地改良事業団体連合会1社との随契とした。

第 6 号
第 7 号

5 農村整備課
鮎の池改修実施設計
書作成業務

令和6年9月10日

岡山県土地改良事業団
体連合会
岡山市北区内山下１丁
目３番７号

3,971,000

ため池改修について当該事業者は多数の実績を有しており、
ため池についての知見も豊富である。また、積算について他
の業者では行えないため、本業務を遂行可能な上記業者へ依
頼した。

第 2 号

6 観光政策課
市営湯郷駐車場ゲー
ト式料金精算機器緊
急更新

令和6年7月11日

株式会社英田エンジニ
アリング代表取締役万
殿貴志　岡山県美作市
三保原６７８

6,050,000

本業務は、湯郷地内にある市営駐車場の利用料金精算機器で
あるゲートシステムが、長年（約20年間）使用してきた結
果、老朽化が進行しており、この過程で故障が頻発していた
ことから、本年度において予算措置を行い機器の更新を予定
していたが、想定外に早期破損が発生し、早急に対応が求め
られる事態となったことから、破損の影響を最小限に抑える
べく迅速かつ効率的な対応を図るため、市に指名願いを提出
している業者（3社）から見積書を徴取し、最低価格を提示し
た業者と随意契約を行った。

第 5 号



令和6年7月～9月　契約締結分

No. 事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

備　考

消費税額及び地方

消費税の額を含む。

7 都市住宅課
美作ICバスレ－ン設
計業務委託

令和6年8月21日
株式会社アースクレア
美作市湯郷387番地1

2,882,000

本業務は、中国自動車道美作IC南側に隣接する市有地に高速
バス利用者のための駐車場を整備することに伴い、既存北側
設置の高速バス停留所を南側駐車場内に移設することを目的
として、設計及び測量業務を委託するもの。
美作IC駐車場整備に伴う設計及び測量業務は㈱アースクレア
に委託し、業務は完了している。今回発注の美作ICバスレー
ン設計業務は駐車場整備設計及び測量データが必要不可欠で
あり、関連が深いことから当該業者１社との随意契約とし
た。

第 2 号

8 都市住宅課
定住促進住宅北山団
地排水管清掃等業務
委託

令和6年7月25日
有限会社アイビ－産業
美作市三倉田575番地

952,908

本業務は、岡山県知事が認める建築物排水管清掃業への登録
があり、かつ当委託業務に類似した業種区分である排水槽の
清掃において、美作市へ入札参加申請書を提出している業者
のうち、事業所が県内に存する業者は2者のみ該当し、美作市
契約規則第46条に規定する指名基準（3者以上）を満たせない
ため、随意契約とした。

第 2 号

9 下水道課
勝田浄化センター砂
ろ過設備更新工事

令和6年7月5日

住友重機械エンバイロ
メント株式会社広島支
店
広島市南区稲荷町４番
１合

11,220,000

勝田浄化センターの砂ろ過設備は、平成１８年度に住友重機
械工業株式会社が受注し、同社により設計製作されたものを
納入したものである。本設備は設計製作、据付に関する技術
的なノウハウが含まれており、今回エアリフトポンプを更新
するにあたって、設計製作者である住友重機械工業株式会社
から平成１９年に１００％子会社として分社化され水処理装
置事業を承継された住友重機械エンバイロメント株式会社し
か取り扱うことしかできない。また、ろ材（ろ過砂）の投入
量、方法もハード、ソフトを含め全体の知見が必要となり、
満足されない場合、ろ材の循環が適切に行われず、処理水の
悪化、ろ材の閉塞等の不具合が発生する恐れがあり、修繕が
必要になった場合において責任の所在が不明確となり、円滑
な対応ができない。よって、住友重機械エンバイロメント株
式会社を契約相手方と選定し随意契約とした。

第 2 号



令和6年7月～9月　契約締結分

No. 事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

備　考

消費税額及び地方

消費税の額を含む。

10 下水道課
大原浄化センター電
気設備更新工事

令和6年8月9日

メタウォーター株式会
社岡山営業所
岡山市北区北長瀬表町
三丁目１番１２号

7,700,000

大原浄化センターの電気設備は、平成１２年度に日本下水道
事業団工事により実施した電気設備工事で富士電機株式会社
が受注し、同社により設計製作されたものを納入したもので
ある。本設備は設計製作、納入にあたり専用のプログラム回
路が組み込まれているため、納入者以外が実施することにな
るとプログラム回路の再構築が必要となり不要な製作費用と
時間を要することになる。また、既設機器との連携や設備全
体における今後の維持管理面を考慮すると、設備の納入者で
ある富士電機株式会社と他社が平成２０年に合併して発足
し、技術的なノウハウや基本データ、資料を継承しているメ
タウォーター株式会社しか適切に取り扱うことができない。
よって、メタウォーター株式会社を契約相手方と選定し随意
契約とした。

第 2 号

11 下水道課

美作市特定環境保全
公共下水道勝田浄化
センターの実施設計
の作成委託

令和6年7月1日
日本下水道事業団
東京都文京区湯島二丁
目31番27号

8,200,000

当該団体は、「日本下水道事業団法」に基づく地方共同法人
で、国土交通省の認可法人である。私企業との利害関係がな
く公平性・中立性の基、下水道整備の推進という国の政策目
的を担う団体であり、国内約７割の処理施設の新設・再構築
に関わっている。また、日本の下水道事業を牽引し、技術開
発や共同研究にも力を入れており、日本の下水道事業におけ
る最先端技術を集約し、有している団体である。品質面にお
いても信頼でき、効率的で合理的な高い技術を持って事業を
推進できる日本で唯一の団体である。以上のように、高い技
術力と経験を有し、計画、工事発注から完成検査までを一貫
して実施できるのは当該団体のみで、他に適切なものは考え
られない。また、美作市の公共下水道事業及び特定環境保全
公共下水道事業の基本構想及び基本計画、事業認可を策定し
ている。終末処理場１０施設の実施設計及び建設工事も一体
的に受託しており施設概要を熟知しているため当該団体が行
うことが最も効率的かつ合理的であり、処理場との調整も長
けており、計画、工事発注・施工管理においても確実な実施
が期待できる。よって、日本下水道事業団を契約相手方と選
定し随意契約とした。

第 2 号



令和6年7月～9月　契約締結分

No. 事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

備　考

消費税額及び地方

消費税の額を含む。

12 下水道課

美作市公共下水道に
係る効率的な事業実
施のための雨水管理
総合計画策定業務委
託

令和6年7月3日
日本下水道事業団
東京都文京区湯島二丁
目31番27号

9,300,000

当該団体は、「日本下水道事業団法」に基づく地方共同法人
で、国土交通省の認可法人である。私企業との利害関係がな
く公平性・中立性の基、下水道整備の推進という国の政策目
的を担う団体であり、国内約７割の処理施設の新設・再構築
に関わっている。また、日本の下水道事業を牽引し、技術開
発や共同研究にも力を入れており、日本の下水道事業におけ
る最先端技術を集約し、有している団体である。品質面にお
いても信頼でき、効率的で合理的な高い技術を持って事業を
推進できる日本で唯一の団体である。以上のように、高い技
術力と経験を有し、計画、工事発注から完成検査までを一貫
して実施できるのは当該団体のみで、他に適切なものは考え
られない。また、美作市の公共下水道事業及び特定環境保全
公共下水道事業の基本構想及び基本計画、事業認可を策定し
ている。終末処理場１０施設の実施設計及び建設工事も一体
的に受託しており施設概要を熟知しているため当該団体が行
うことが最も効率的かつ合理的であり、処理場との調整も長
けており、計画、工事発注・施工管理においても確実な実施
が期待できる。よって、日本下水道事業団を契約相手方と選
定し随意契約とした。

第 2 号



令和6年7月～9月　契約締結分

No. 事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

備　考

消費税額及び地方

消費税の額を含む。

13 下水道課
美作市公共下水道美
作浄化センター他の
建設工事委託

令和6年7月3日
日本下水道事業団
東京都文京区湯島二丁
目31番27号

890,000,000

当該団体は、「日本下水道事業団法」に基づく地方共同法人
で、国土交通省の認可法人である。私企業との利害関係がな
く公平性・中立性の基、下水道整備の推進という国の政策目
的を担う団体であり、国内約７割の処理施設の新設・再構築
に関わっている。また、日本の下水道事業を牽引し、技術開
発や共同研究にも力を入れており、日本の下水道事業におけ
る最先端技術を集約し、有している団体である。品質面にお
いても信頼でき、効率的で合理的な高い技術を持って事業を
推進できる日本で唯一の団体である。以上のように、高い技
術力と経験を有し、計画、工事発注から完成検査までを一貫
して実施できるのは当該団体のみで、他に適切なものは考え
られない。また、美作市の公共下水道事業及び特定環境保全
公共下水道事業の基本構想及び基本計画、事業認可並びに下
水道事業ストックマネジメント計画（処理場・ポンプ場、マ
ンホールポンプ施設）を策定しており、本建設工事の実施設
計（詳細設計）も実施している。終末処理場１０施設の実施
設計及び建設工事も一体的に受託しており施設概要を熟知し
ているため当該団体が行うことが最も効率的かつ合理的であ
り、処理場との調整も長けており、計画、工事発注・施工管
理においても確実な実施が期待できる。よって、日本下水道
事業団を契約相手方と選定し随意契約とした。

第 2 号



令和6年7月～9月　契約締結分

No. 事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

備　考

消費税額及び地方

消費税の額を含む。

14 下水道課
美作市公共下水道に
係る計画設計業務委
託

令和6年8月8日
日本下水道事業団
東京都文京区湯島二丁
目31番27号

3,200,000

当該団体は、「日本下水道事業団法」に基づく地方共同法人
で、国土交通省の認可法人である。私企業との利害関係がな
く公平性・中立性の基、下水道整備の推進という国の政策目
的を担う団体であり、国内約７割の処理施設の新設・再構築
に関わっている。また、日本の下水道事業を牽引し、技術開
発や共同研究にも力を入れており、日本の下水道事業におけ
る最先端技術を集約し、有している団体である。品質面にお
いても信頼でき、効率的で合理的な高い技術を持って事業を
推進できる日本で唯一の団体である。以上のように、高い技
術力と経験を有し、計画、工事発注から完成検査までを一貫
して実施できるのは当該団体のみで、他に適切なものは考え
られない。また、美作市の公共下水道事業及び特定環境保全
公共下水道事業の基本構想及び基本計画、事業認可を策定し
ている。終末処理場１０施設の実施設計及び建設工事も一体
的に受託しており施設概要を熟知しているため当該団体が行
うことが最も効率的かつ合理的であり、処理場との調整も長
けており、計画、工事発注・施工管理においても確実な実施
が期待できる。よって、日本下水道事業団を契約相手方と選
定し随意契約とした。
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15 下水道課
マンホール清掃業務
委託その１

令和6年9月27日
有限会社近藤清掃
岡山県美作市林野２２
４

4,215,200

美作市一般廃棄物処理業等合理化事業計画及び下水道整備に
伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の趣旨
に基づき締結した協定書により、相手方が特定されるため有
限会社近藤清掃を契約相手方と選定し随意契約とした。
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16 消防総務課
消防情報支援システ
ムサーバー更新事業

令和6年9月13日

沖電気工業株式会社中
国支社
広島県広島市中区鉄砲
町８番１８号

12,467,400

本事業は、既存ソフトウェアのバージョンアップ、既存デー
タの流用などを行う。消防情報支援システムの保守業者であ
るため、現在使用中の各種データ及び当消防本部の帳票等を
全て移植することが可能であり、データ作成や新旧両システ
ムへの併行入力作業等大幅な負担軽減でのシステム稼働がで
きる。他のメーカーとなれば、本システムが利用できず新た
に、システム構築・機器の更新が必要であり、作業・費用面
において大きな負担となる。よって、本システムの導入業者
であるためシステムを熟知しており、安全かつ確実に作業を
行える当該業者１社との随意契約とした。

第 2 号



令和6年7月～9月　契約締結分

No. 事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

備　考

消費税額及び地方

消費税の額を含む。

17 企画情報課
基幹系システム用端
末調達

令和6年6月17日

株式会社両備システム
ズ
岡山市南区豊成二丁目
７番１６号

15,037,000

本業務で調達する端末は、次期基幹系システムで使用するた
めのものであり、次期基幹系システムの導入業者である株式
会社両備システムズしか端末の各種設定、調整作業が行えな
いため。
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18 企画情報課
既設ネットワーク機
器等移設業務

令和6年8月19日
株式会社オービス
岡山県岡山市北区大内
田６７５

7,025,920
本業務は既設ネットワーク機器の運用保守業者である株式会社
オービスしか行えないため。
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19 企画情報課

基幹系業務情報シス
テム移行用データ作
成業務（3回目・最
終）

令和6年8月20日

一般社団法人　岡山中
央総合情報公社
岡山県久米郡美咲町原
田３１０８－２

7637300
本業務は、現行の基幹システム運用保守業者である（一社）
岡山中央総合情報公社しか行えないため。
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20 企画情報課
ICカード・読み取り
装置購入

令和6年8月30日

株式会社みまちゃんネ
ル
岡山県美作市真加部１
６１６

1,100,000
見積合せの結果、最も安価な価格を提示した業者と随意契約
を締結するもの。
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21 企画情報課 D-ONU購入契約 令和6年10月1日

NTTビジネスソリュー
ションズ株式会社岡山
ビジネス営業部
岡山市北区中山下２丁
目１番９０号

2,090,000
本製品は、NTTサービスを利用する為の仕様を元に設置してい
る製品であり、購入先が限定される為。
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